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　長野県県税に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年１月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第１号

　　　長野県県税に関する規則の一部を改正する規則

　長野県県税に関する規則（昭和34年長野県規則第67号）の一部を次のように改正する。

　第５条の２を削る。

　第66条第１項中「又は第５項」を「若しくは第５項」に改める。

　第66条の６第２項中「附則第10条第16項」を「附則第９条の３第14項」に改める。

　第66条の７第１項中「並びに」を「及び」に改め、同条第２項中「附則第10条第２項」を「附則第９条の３第２項」に、「並びに条例」

を「及び条例」に改め、同条第３項中「並びに」を「及び」に改める。

　様式第48号及び様式第48号の２中

「

を納税管理人
住（居）所

 （所在地）
」

「

に改める。

税　　　目

納税管理人
住（居）所

 （所在地）
」
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長野県告示第２号

　次の事件のため、令和８年１月16日、長野県議会臨時会を長野市に招集します。

　　令和８年１月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　　付議事件

１　令和７年度長野県一般会計補正予算（第６号）案

２　令和７年度長野県流域下水道事業会計補正予算（第３号）案

財　政　課

長野県告示第３号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第６項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、指定を受けた介護機関から名称、主たる事務所の所在地、

事業所の名称又は所在地が変更になった旨、次のとおり届出がありました。

　　令和８年１月８日

	 長野県知事　阿　部　守　一

事業の
種　類

名　　　称
主たる事務所の
所在地

事業所の名称 事業所の所在地
変　更　事　項

変　更
年月日

新 旧

地域密
着型通
所介護
通所型
サービ
ス

特定非営利活
動法人共に歩
む会

飯田市羽場赤坂
2021番地50

おひさまデイ 飯田市松尾明
5194番地５

おひさまデイ 観生庵 令和７年
５月15日

税　務　課

　様式第115号の軽油引取税用中

「

を

指定金融機関又は県内の郵便局等

◎指定金融機関等のお知らせ

　�　指定金融機関（八十二銀行）・指定代理金融機関（信用農

業協同組合連合会）・収納代理金融機関（県内の銀行、信用

組合、信用金庫、農業協同組合、商工組合中央金庫、労働金

庫）
」

「

に改める。

指定金融機関又は県内の郵便局等

」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第66条の６第２項の改正規定及び第66条の７第２項の改正規定（「附則第10条第２項」

を「附則第９条の３第２項」に改める部分に限る。）は、令和８年４月１日から施行する。


